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第9章 環境影響評価項目に関する環境保全のための措置 

環境影響評価の検討の過程において講ずることとした環境保全措置は本章に示すとおりで

ある。また、環境保全措置の検討にあたっては、以下に示す考え方を基本とした。 

(1)環境保全措置の検討にあたっては、環境への影響を回避又は低減することを優先するも

のとし、これらの検討結果を踏まえ、必要な場合に本事業の実施により損なわれる環境

要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための代償措置を検討する。 

(2)環境保全措置の実施時期、実施期間等は計画の熟度に対応し、関係機関と連携を取りつ

つ適切に選定する。 

(3)環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられ

ているか否かの検証等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、適切

な措置を講ずることとする。 
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第 1 節 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

9-1 大気環境 

9-1-1 大気質 

(1) 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

工事の実施時における建設機械の稼働又は資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するた

めに、表 9-1-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-1(1) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

 

排出ガス対

策型建設機

械の稼働 

排出ガス対策型

建設機械を使用

することにより、

二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置、稼働を避け

ることで、二酸化

窒素及び浮遊粒

子状物質の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあ

たって、高負荷運

転の防止、アイド

リングストップ

の推進等により、

二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検及び整

備による性

能維持 

適切な点検及び

整備により、建設

機械の性能を維

持することで、二

酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-1(2) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を抑えることが

でき、二酸化窒

素及び浮遊粒子

状物質の発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備よる性

能維持 

適切な点検及び

整備により、資

材及び機械の運

搬に用いる車両

の性能を維持す

ることで、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行ルート

の分散化や、法

定速度の遵守等

を行うことによ

り、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 

 



9-4 

(2) 粉じん  

工事の実施時における建設機械の稼働又は資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による

粉じん等による影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-2 に

示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-2(1) 大気環境（粉じん等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置、稼働を避

けることで、粉

じん等の発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事現場の

清掃や散水

工事現場の清掃

や散水を行うこ

とで、粉じん等

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

仮囲いの設

置 

仮囲いを設置す

ることで、粉じ

ん等の拡散を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

粉じん等の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事の平準

化 

工事の平準化に

より偏った施工

を避けること

で、粉じん等の

局地的な発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

荷台への防

塵シート敷

設及び散水

荷台に防塵シー

トを敷設すると

ともに散水する

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-1-2(2) 大気環境（粉じん等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の出入り口

や周辺道路

の清掃及び

散水、タイ

ヤの洗浄 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の出入り口、

周辺道路の清掃

及び散水、タイ

ヤの洗浄を行う

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、粉

じん等の局地的

な発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-2 騒音 

工事の実施時における建設機械の稼働又は資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに

列車の走行（地下を走行する場を除く。）による騒音の影響を、事業者の実行可能な範囲内

で回避又は低減するために、表 9-1-3 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-3(1) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

低騒音型建

設機械の採

用 

低騒音型建設機

械の採用によ

り、工事に伴う

騒音の発生を低

減することがで

きる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

仮囲い・防

音シート等

の設置によ

る遮音対策

遮音による騒音

の低減効果が見

込まれる。 低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置・稼働を避

けることで、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

建設機械の使用

にあたって、高

負荷運転の防

止、アイドリン

グストップの推

進等により、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(2) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を 小限に抑え

ることで、騒音

の発生を回避又

は低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より偏った施工

を避けること

で、騒音の局地

的な発生を回避

できる。 

低減 a なし なし 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の適切な点

検・整備による

性能維持によ

り、発生する騒

音を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両及び運行ルー

トの分散化や法

定速度の遵守等

を行うことによ

り、騒音の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、騒

音の局地的な発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(3) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実

性 

他の環境要素

への影響 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

列車の

走行

（地下

を走行

する場

合を除

く。） 

騒
音
の
発
生 

騒音伝

播の減

衰効果

の増大

防音壁又は

防音防災フ

ードの設置

防音壁又は防音

防災フードを設

置することによ

り、騒音の発生

を低減できる。 低減 a なし 

防音防災フー

ド等を設置す

る こ と に よ

り、景観・眺

望の変化、日

照阻害、電波

障害の影響が

生じる可能性

がある。 

 発生量

の低減

 

防音防災フ

ードの目地

の維持管理

の徹底 

防音防災フード

の目地の適切な

点検、整備を行

い、その性能を

維持すること

で、騒音の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

 

桁間の目地

の維持管理

の徹底 

桁間の目地の適

切な点検、整備

を行い、その性

能を維持するこ

とで、騒音の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

 騒音伝

播の減

衰効果

の増大

防音壁の改

良 

防音壁嵩上げ又

は防音壁に吸音

機能を備えるこ

とで、騒音の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし 

防音壁を嵩上

げすることに

より、景観、

眺望の変化、

日照阻害、電

波障害の影響

が生じる可能

性がある。 

受音点

側の回

避又は

低減 

沿線の土地

利用対策 

新幹線計画と整

合した公共施設

（道路、公園、

緑地等）を配置

すること、土地

利用に関する規

制を行うこと

で、距離減衰に

より、騒音を低

減することがで

きる。 

低減 b なし なし 
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表 9-1-3(4) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

列車の

走行

（地下

を走行

する場

合を除

く。） 騒
音
の
発
生 

受音点

側の回

避又は

低減 

個別家屋対

策 

家屋の防音工事

等を行うことに

より、騒音の影

響を低減させる

ことができる。

低減 a なし なし 

受音点

側の回

避又は

低減 

沿線の土地

利用対策 

新幹線計画と整

合した公共施設

（道路、公園、

緑地等）を配置

する等の土地利

用対策を推進す

ることで、距離

減衰により、住

居等における騒

音を低減でき

る。 

低減 b なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-3 振動 

工事の実施時における建設機械の稼働又は資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに

列車の走行による振動の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表

9-1-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-4(1) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

低振動型

建設機械

の採用 

低振動型建設機械

の採用により、工

事に伴う振動の発

生を抑制すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事規模

に合わせ

た建設機

械の設定 

適切な機械の設定

により必要以上の

建設機械の配置・

稼働を避けること

で、振動の発生を

抑制することがで

きる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械

の使用時

における

配慮 

過負荷運転の防止

に努めることで、

振動の発生を抑制

することができ

る。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械

の点検・整

備による

性能維持 

適切な点検・整備

により建設機械の

性能を維持するこ

とで、振動の発生

を抑制することが

できる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

改変区域

をできる

限り小さ

くする 

改変区域をできる

限り小さくするこ

とにより、建設機

械の稼働を 小限

に抑えることで、

振動の発生を回避

又は低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事の平

準化 

工事の平準化によ

り偏った施工を避

けることで、振動

の局地的な発生を

回避できる。 

回避 a なし なし 
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表 9-1-4(2) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

資材及び

機材の運

搬に用い

る車両の

運行 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

点検・整

備による

性能維持

適切な点検・整備に

より資材及び機械

の運搬に用いる車

両の性能を維持す

ることで、振動の発

生を抑制すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両及

び運行ル

ートの分

散 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行ルートの更な

る分散化を行うこ

とにより、車両の集

中による局地的な

振動の発生を低減

することができる。

低減 a なし なし 

 発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事の平

準化 

工事の平準化によ

り資材及び機械の

運搬に用いる車両

が集中しないこと

で、振動の局地的な

発生を低減できる。

低減 a なし なし 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

列車の走

行（地下

を走行す

る場合を

除く。） 

発生量

の低減

桁支承部

の維持管

理の徹底

桁支承部の適切な

点検、整備を行い、

その性能を維持す

ることで、振動の発

生を低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

ガイドウ

ェイの維

持管理の

徹底 

ガイドウェイの適

切な点検、整備を行

い、その性能を維持

することで、振動の

発生を低減できる。

低減 a なし なし 

列車の走

行（地下

を走行す

る場合に

限る。） 

発生量

の低減

ガイドウ

ェイの維

持管理の

徹底 

ガイドウェイの適

切な点検、整備を行

い、その性能を維持

することで、振動の

発生を低減できる。

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-4 微気圧波 

列車の走行による微気圧波の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するため

に、表 9-1-5 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-5 大気環境（微気圧波）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

列車の走

行 

微
気
圧
波
の
発
生 

発生量

の低減

緩衝工の

設置 

微気圧波対策が必

要な箇所であるト

ンネル及び防音防

災フードの出入口

に適切に緩衝工を

設置することによ

り、微気圧波を低

減することができ

る。 

 

低減 a なし 

緩衝工を設

置すること

により、景

観・眺望の変

化、日照阻

害、電波障害

の影響が生

じる可能性

がある。 

 発生量

の低減

緩衝工の

維持管理 

適切な点検・整備

により緩衝工の性

能を維持すること

で、微気圧波を低

減することができ

る。 

低減 a なし なし 

 微気圧

波伝播

の減衰

効果の

増大 

多孔板の

設置 

微気圧波対策が必

要な箇所である非

常口（山岳部）に

多孔板を設置する

ことにより、微気

圧波を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

 微気圧

波伝播

の減衰

効果の

増大 

多孔板の

維持管理 

適切な点検・整備

により多孔板の性

能を維持すること

で、微気圧波を低

減することができ

る。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-5 低周波音 

工事の実施（トンネルの工事）による低周波音の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回

避又は低減するために、表 9-1-6 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-6 大気環境（低周波音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

トンネル

の工事 

低
周
波
音
の
発
生 

発生量

の低減

 

適切な火

薬量によ

る発破工

法の採用 

岩質等を踏まえた

適切な火薬量によ

る発破の実施によ

り、低周波音の発

生を低減できる。

低減 a なし なし 

低周波

音伝播

の減衰

効果の

増大 

防音扉の

設置 

トンネル坑口にお

ける防音扉の設置

により、低周波音

の発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

 

機械掘削

工法の採

用 

坑口付近等、影響

が生じる可能性の

ある箇所では機械

掘削工法の採用

等、適切な施工計

画を策定すること

により、低周波音

の発生を回避でき

る。 

回避 a なし なし 

 心理的

影響の

低減 

発破を行

う時間帯

の制限 

発破を行う時間帯

を制限すること

で、低周波音によ

る周辺住民の日常

生活への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2 水環境 

9-2-1 水質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工

事用道路の設置）並びに鉄道施設（駅）の供用による水質の影響を、事業者の実行可能な範

囲内で回避又は低減するために、表 9-2-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-1(1) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水

の適切な

処理 

工事により発生する

濁水は必要に応じて

濁水処理等の対策に

より、適切に処理し

たうえで排水するこ

とで、公共用水域へ

の影響を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

工事に伴う改変区域

をできる限り小さく

することで、水の濁

りの発生を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

仮締切工

の実施 

公共用水域内の工事

に際し止水性の高い

仮締切工を行い、改

変により巻き上げら

れる浮遊物質の周辺

公共用水域への流出

を防止することで、

水の濁りに係る影響

を低減することがで

きる。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

水路等の

切回しの

実施 

公共用水域内の工事

に際し水路等の切回

しを実施することに

より、改変により巻

き上げられる浮遊物

質の周辺公共用水域

への流出を防止する

ことで、水の濁りに

係る影響を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(2) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水

の監視 

工事排水の水の濁り

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで、水質管理を

徹底することができ

る。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

処理装置

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

下水道へ

の排水 

下水道の利用が可能

な地域では、下水道

へ排水することで、

公共用水域への影響

を回避又は低減する

ことができる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

トンネル

の工事 

水の濁

りの低

減 

工事排水

の適切な

処理 

工事により発生する

濁水は濁水処理等の

対策により、適切に

処理したうえで排水

することで、公共用

水域への影響を低減

することができる。

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

工事排水

の監視 

工事排水の水の濁り

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで、水質管理を

徹底することができ

る。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

処理装置

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(3) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水

の適切な

処理 

工事により発生する

濁水は、必要に応じ

て濁水処理等の対策

により、適切に処理

したうえで排水する

ことで、公共用水域

への影響を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

工事に伴う改変区域

をできる限り小さく

することで、水の濁

りの発生を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

工事排水

の監視 

工事排水の水の濁り

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで、水質管理を

徹底することができ

る。 

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

処理装置

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

 水の濁

りの低

減 

下水道へ

の排水 

下水道の利用が可能

な地域では、下水道

へ排水することで、

公共用水域への影響

を回避又は低減する

ことができる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 
水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

工事排水

の適切な

処理 

工事により発生する

アルカリ排水は中和

処理等の対策によ

り、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、

適切に処理をして公

共用水域へ排水する

ことで、公共用水域

への影響を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

 



9-17 

表 9-2-1(4) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

水の汚

れの低

減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

工事に伴う改変区域

をできる限り小さく

することで、水の汚

れの発生を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

 水の汚

れの低

減 

仮締切工

の実施 

公共用水域内の工事

に際し止水性の高い

仮締切工を行い、コ

ンクリート打設によ

り発生するアルカリ

排水の周辺水域への

流出を防止すること

で、水の汚れに係る

影響を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 

 
 

 
 

 
 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

 

水路等の

切回しの

実施 

公共用水域内の工事

に際し水路等の切回

しを行い、コンクリ

ート打設により発生

するアルカリ排水の

周辺公共用水域への

流出を防止すること

で、水の汚れに係る

影響を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 水の汚

れの低

減 

工事排水

の監視 

工事排水の水の汚れ

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで、水質管理を

徹底することができ

る。 

低減 a なし なし 

 水の汚

れの低

減 

処理装置

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

 水の汚

れの低

減 

下水道へ

の排水 

下水道の利用が可能

な地域では、下水道

へ排水することで、

公共用水域への影響

を回避又は低減する

ことができる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-2-1(5) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

 

トンネル

の工事 

水の汚

れの低

減 

工事排水

の適切な

処理 

工事により発生する

アルカリ排水は中和

処理等の対策によ

り、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、

適切に処理をして公

共用水域へ排水する

ことで、公共用水域

への影響を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

工
事
の
実
施 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

工事排水

の監視 

工事排水の水の汚れ

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで水質管理を徹

底することができる

低減 a なし なし 

 水の汚

れの低

減 

処理装置

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

（駅）の

供用 

 

水の汚

れの回

避 

下水道へ

の排水 

下水道の利用が可能

な地域では、下水道

へ排水することで、

公共用水域への影響

を回避することがで

きる。 

回避 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

鉄道施設

からの排

水の適切

な処理 

鉄道施設（駅）から

排出する水は必要に

応じて処理等の対策

により、法令等に基

づく排出基準に適合

するよう処理したう

えで排水すること

で、公共用水域への

影響を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 水の汚

れの低

減 

処理装置

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、排水の

適正処理を徹底する

ことができる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(6) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

（駅）の

供用 

 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

使用水量

の節約

（節水）

鉄道施設（駅）で使

用する水量を節約す

ることで、排水量の

削減につながり、公

共用水域への影響を

低減することができ

る。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2-2 水底の底質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去）による水底の底質の影響を、事業者の実

行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-2-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-2 水環境（水底の底質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

水
底
の
底
質
の
変
化 

水底の

底質の

保全 

河川内工

事におけ

る工事排

水の適切

な処理 

河川内工事において

工事により排出する

水は、必要に応じて

適切に処理したうえ

で排水することで、

水底の底質への影響

を低減することがで

きる。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 



9-21 

9-2-3 地下水 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工

事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル）の存在による地下水の影響を、事業者の実行可

能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-2-3 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-3(1) 水環境（地下水）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

薬液注入

工法にお

ける指針

の順守 

薬液注入工法を使用

する場合には、「薬

液注入工法による建

設工事の施工に関す

る暫定指針」（昭和

49 年 7 月 10 日、建

設省官技発第 160

号）に従い工事を実

施することで地下水

の水質への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去、

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

工事に伴う改変区域

をできる限り小さく

することで、地下水

の水質及び水位への

影響を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

適切な工

法の採用

工事の施工に先立ち

地質、地下水の調査

を実施し、適切な対

策を実施すること

で、地下水への影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-3(2) 水環境（地下水）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

トンネル

の工事及

び鉄道施

設（トン

ネル）の

存在 地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

薬液注入

工法にお

ける指針

の順守 

薬液注入工法を使用

する場合には、「薬

液注入工法による建

設工事の施工に関す

る暫定指針」（昭和

49 年 7 月 10 日、建

設省官技発第 160

号）に従い工事を実

施することで地下水

の水質への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

適切な構

造及び工

法の採用

工事の施工に先立ち

地質、地下水の調査

を実施し、適切な対

策を実施すること

で、地下水への影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2-4 水資源 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工

事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル）の存在による水資源の影響を、事業者の実行可

能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-2-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-4(1) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

の低減

工事排水

の適切な

処理 

工事により発生する

濁水は必要に応じて

濁水処理等の対策に

より、適切に処理し

たうえで排出するこ

とで、公共用水域へ

の影響を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

工事に伴う改変区域

をできる限り小さく

することで、水の濁

りの発生を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

仮締切工

の実施 

公共用水域内の工事

に際し止水性の高い

仮締切工を行い、改

変により巻き上げら

れる浮遊物質の周辺

公共用水域への流出

を防止することで、

水の濁りに係る影響

を低減することがで

きる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

切回しの

実施 

公共用水域内の工事

に際し切回しを実施

することにより、改

変により巻き上げら

れる浮遊物質の周辺

公共用水域への流出

を防止することで、

水の濁りに係る影響

を低減することがで

きる。 

低減 a なし なし 

 

 

 

 



9-24 

表 9-2-4(2) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

の低減

工事排水

の監視 

工事排水の水の濁り

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで、水質管理を

徹底することができ

る。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

処理施設

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

下水道へ

の排水 

下水道の利用が可能

な地域では、下水道

へ排水することで、

公共用水域への影響

を回避又は低減する

ことができる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

薬液注入

工法にお

ける指針

の順守 

薬液注入工法を施工

する際は「薬液注入

工法による建設工事

の施工に関する暫定

指針」（昭和 49 年 7

月、建設省）に基づ

き適切に実施するこ

とで地下水の水質へ

の影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

適切な工

法の採用

工事に先立ち地質、

地下水の調査を実施

し、適切な対策を実

施することで、地下

水への影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-4(3) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

トンネル

の工事及

び鉄道施

設（トン

ネル）の

存在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

の低減

工事排水

の適切な

処理 

工事により排出する

水は必要に応じて濁

水処理等の対策によ

り、適切に処理した

うえで排出すること

で、公共用水域への

影響を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

工事排水

の監視 

工事排水の水質を監

視し、処理状況を定

期的に確認すること

で、水質管理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

処理装置

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

適切な構

造及び工

法の採用

工事の施工に先立ち

地質、地下水の調査

を実施し、適切なト

ンネル構造及び工法

を検討し採用するこ

とにより影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

薬液注入

工法にお

ける指針

の順守 

薬液注入工法を施工

する際は「薬液注入

工法による建設工事

の施工に関する暫定

指針」（昭和 49 年 7

月、建設省）に基づ

き適切に実施するこ

とで地下水の水質へ

の影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-4(4) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

 
 

 
 

 
 

 

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

トンネル

の工事及

び鉄道施

設（トン

ネル）の

存在 

 
 

 
 

 
 

 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

の低減

地下水等

の監視 

工事着手前、工事中、

工事完了後におい

て、地下水の水位等

の状況を定期的に監

視し把握すること

で、地下水位の低下

等の変状の兆候を早

期に発見し、対策を

実施することで影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

応急措置

の体制整

備 

地下水等の監視の状

況から地下水低下等

の傾向がみられた場

合に、速やかに給水

設備等を確保する体

制を整えることで、

水資源の継続的な利

用への影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

代替水源

の確保 

他の環境保全措置を

実施したうえで、水

量の不足等重要な水

源の機能を確保でき

なくなった場合は、

代償措置として、水

源の周辺地域におい

てその他の水源を確

保することで、水資

源の利用への影響を

代償できる。なお、

本措置については、

他のトンネル工事に

おいても実績がある

ことから確実な効果

が見込まれる。 

代償 a なし なし 
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表 9-2-4(5) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

地下水

利用へ

の影響

の低減

工事排水

の適切な

処理 

工事により発生する

濁水は、必要に応じ

て濁水処理等の対策

により、適切に処理

したうえで排出する

ことで、公共用水域

への影響を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

工事に伴う改変区域

をできる限り小さく

することで、水の濁

りの発生を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

の低減

仮締切工

の実施 

公共用水域内の工事

に際し止水性の高い

仮締切工を行い、改

変により巻き上げら

れる浮遊物質の周辺

公共用水域への流出

を防止することで、

水の濁りに係る影響

を低減することがで

きる。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

工事排水

の監視 

工事排水の水の濁り

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで、水質管理を

徹底することができ

る。 

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

処理施設

の点検・

整備によ

る性能維

持 

処理装置を設置する

場合は、適切な点

検・整備による性能

維持により、工事排

水の適正処理を徹底

することができる。

低減 a なし なし 

 水資源

利用へ

の影響

の低減

下水道へ

の排水 

下水道の利用が可能

な地域では、下水道

へ排水することで、

公共用水域への影響

を回避又は低減する

ことができる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-2-4(6) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

の低減

適切な工

法の採用

工事の施工に先立ち

地質、地下水の調査

を実施し、適切な対

策を実施することに

より影響を低減でき

る 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3 土壌環境、その他 

9-3-1 地形及び地質 

工事の実施（工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又

は掘割式、嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の存在による地形及び地質への影響を、事業

者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-1 に示す環境保全措置の検討を行

った。 

 

表 9-3-1 土壌環境（地形及び地質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施

主体

効果の 

不確実

性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な

地形及

び地質

への影

響の回

避又は

低減 

地形の改

変をでき

る限り小

さくした

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の計

画 

工事施工ヤード及び

工事用道路の設置に

際し、地形の改変を

できる限り小さくす

る計画とすること

で、重要な地形及び

地質への影響を回避

又は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 重要な

地形及

び地質

への影

響の回

避又は

低減 

地形の改

変をでき

る限り小

さくする

工法又は

構造の採

用 

地形の改変をできる

限り小さくするため

の工法又は構造を採

用することで、重要

な地形及び地質の影

響を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

（トンネ

ル、地表

式又は掘

割式、嵩

上式、駅、

変電施

設、保守

基地）の

存在 

重要な

地形及

び地質

への影

響の回

避又は

低減 

地形の改

変をでき

る限り小

さくした

鉄道施設

の構造の

選定 

工事に先立ち、地形

及び地質等の詳細な

調査を実施し、地域

の特性をより詳細に

把握したうえで、地

形の改変をできる限

り小さくした鉄道施

設の構造を選定する

ことで、重要な地形

及び地質への影響を

回避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-2 土地の安定性 

切土工等又は既存の工作物の除去に伴う土地の安定性への影響を、事業者の実行可能な範

囲で回避又は低減するために、表 9-3-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-2(1) 土壌環境（土地の安定性）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

土
地
の
安
定
性
へ
の
影
響 

土地の

安定性

への影

響の回

避 

適切な構

造及び工

法の採用 

工事に先立ち、地形及

び地質等の詳細な調

査を実施し、地域の特

性をより詳細に把握

したうえで、土地の安

定確保が図られる工

事計画を採用するこ

とで、土地の安定性へ

の影響を回避できる。

回避 a なし なし 

土地の

安定性

への影

響の回

避 

法面、斜

面の保護 

法面、斜面は、状況に

応じて擁壁工、コンク

リート吹付工、グラウ

ンドアンカー工等、ま

た落石の危険性があ

る岩塊には、除去工や

落石予防工等を実施

して適切に防護し、法

面、斜面の崩壊を予防

することで、土地の安

定性への影響を回避

できる。 

回避 a なし なし 

 土地の

安定性

への影

響の回

避 

適切な施

工管理 

土砂掘削、盛土及び切

土の実施時において、

周辺の地形、地質及び

地下水の状況を確認

しながら適切な施工

管理を行い、安全性の

高い工事を実施する

ことで、土地の安定性

への影響を回避でき

る。 

回避 a なし なし 
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表 9-3-2(2) 土壌環境（土地の安定性）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

トンネル

の工事 

土
地
の
安
定
性
へ
の
影
響 

土地の

安定性

への影

響の回

避 

適切な構

造及び工

法の採用 

工事に先立ち、地形

及び地質等の詳細な

調査を実施し、地域

の特性をより詳細に

把握したうえで、土

地の安定確保が図ら

れる工事計画を採用

することで、土地の

安定性への影響を回

避できる。 

回避 a なし なし 

土地の

安定性

への影

響の回

避 

法面、斜

面の保護 

法面、斜面は、状況

に応じて擁壁工、コ

ンクリート吹付工、

グラウンドアンカー

工等、また落石の危

険性がある岩塊に

は、除去工や落石予

防工等を実施して適

切に防護し、法面、

斜面の崩壊を予防す

ることで、土地の安

定性への影響を回避

できる。 

回避 a なし なし 

 

 

 

土地の

安定性

への影

響の回

避 

適切な施

工管理 

土砂掘削、盛土及び

切土の実施時におい

て、周辺の地形、地

質及び地下水の状況

を確認しながら適切

な施工管理を行うこ

とで、安全性の高い

工事を実施すること

ができ、土地の安定

性への影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-3 地盤沈下 

工事の実施（トンネルの工事）による地盤沈下の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回

避又は低減するために、表 9-3-3 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-3 土壌環境（地盤沈下）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

トンネル

の工事 

地
盤
沈
下
の
発
生 

地盤沈

下の回

避又は

低減 

 

 

適切な構

造及び工

法の採用

土被りが小さく、地

山の地質条件が良く

ない場合には、先行

支保（フォアパイリ

ング等）などの補助

工法を適切に採用す

ることで、地山の安

定を確保し、地盤沈

下を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-4 土壌汚染 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）による土壌汚染の影響

を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-4 に示す環境保全措置の

検討を行った。 

 

表 9-3-4(1) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚

染の回

避 

有害物質

の有無の

確認と汚

染土壌の

適切な処

理 

汚染のおそれがある

土壌に遭遇した場合

は、有害物質の有無

を確認する。土壌汚

染が明らかとなった

際には、関連法令等

に基づき適切に処

理、処分することで、

土壌汚染を回避でき

る。 

回避 a なし なし 

 土壌汚

染の回

避 

薬液注入

工法にお

ける指針

の順守 

薬液注入工法を施工

する際は「薬液注入

工法による建設工事

の施工に関する暫定

指針」に基づき実施

することで、土壌汚

染を回避できる。 

回避 a なし なし 

トンネル

の工事 

土壌汚

染の回

避 

発生土に

含まれる

重金属等

の定期的

な調査 

発生土に含まれる重

金属等の有無を定期

的に確認し、指定基

準に適合しない発生

土及び酸性化のおそ

れのある発生土は、

選別して適切な現場

管理を行うととも

に、関連法令等に基

づき処理、処分する

ことで、土壌汚染を

回避できる。 

回避 a なし なし 
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表 9-3-4(2) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

トンネル

の工事 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚

染の回

避 

仮置場に

おける発

生土の適

切な管理

発生土の仮置場に屋

根、側溝、シート覆

いを設置する等、発

生土を適切に管理す

ることで、重金属等

の有無を確認するま

での間の雨水等によ

る重金属等の流出を

防止し、土壌汚染を

回避できる。 

回避 a なし なし 

 土壌汚

染の回

避 

工事排水

の適切な

処理 

処理施設により工事

排水を適切に処理し

たうえで排水するこ

とで、土壌汚染を回

避できる。 

回避 a なし なし 

 土壌汚

染の回

避 

薬液注入

工法にお

ける指針

の順守 

薬液注入工法を施工

する際は「薬液注入

工法による建設工事

の施工に関する暫定

指針」に基づき実施

することで、土壌汚

染を回避できる。 

回避 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

ｂ：その他の者（自治体等）  
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9-3-5 日照阻害 

鉄道施設（嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の存在による日照阻害の影響を、事業者の

実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-5 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-5 その他（日照阻害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

（嵩上

式、駅、

変電施

設、保守

基地）の

存在 日
照
阻
害
の
発
生 

日照阻

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（嵩上

式、駅）

の構造物

の形式又

は配置等

の工夫 

鉄道施設（嵩上式、

駅）の構造物の形式

又は配置等の工夫又

は防音防災フード区

間を短くすることに

より、桁下空間の確

保又は構造物高さの

低減を行うことで、

日照阻害を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 日照阻

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（変電施

設、保守

基地）の

配置等の

工夫 

鉄道施設（変電施設、

保守基地）の配置等

の工夫により保全施

設等との距離を確保

することで、日照阻

害を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-6 電波障害 

鉄道施設（嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の存在による電波障害の影響を、事業者の

実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-6 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-6(1) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

の存在 

電
波
障
害
の
発
生 

電波障

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（変電施

設、保守

基地）の

配置等の

工夫 

鉄道施設（変電施設、

保守基地）の配置及び

形状等の工夫により、

電波障害の影響を回

避できる。 

回避 a なし なし 

 電波障

害の発

生の低

減 

鉄道施設

（嵩上

式、駅）

の構造物

の形式又

は配置等

の工夫 

鉄道施設（嵩上式、駅）

の構造物の形式又は

配置等の工夫で桁高

の検討、桁下の空間

を確保することによ

り、電波障害の影響

を回避できる。 

回避 a なし なし 

 発生時

の対応

共同受信

施設の設

置 

共同受信施設の設置

により、電波障害の

影響を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 発生時

の対応

個別受信

施設の設

置 

個別受信施設の設置

により、電波障害の

影響を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 発生時

の対応

受信施設

の移設又

は改良 

受信施設の移設又は

改良により、電波障

害の影響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 発生時

の対応

有線テレ

ビジョン

放送の活

用 

有線テレビジョン放

送の活用により、電

波障害の影響を回避

又は低減できる。 
回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-3-6(2) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用

鉄道施設

の存在 

電
波
障
害
の
発
生 

発生時

の対応

指針等に

基づく改

善策の実

施 

「公共施設の設置に

起因するテレビジョ

ン電波受信障害によ

り生じる損害等に係

る費用負担について」

等に基づき、改善策を

適切に実施すること

により、電波障害の

影響を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-7 文化財 

工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の通行、切土工等又は既存の工作物の除去、

工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上

式、駅、変電施設、保守基地）の存在による文化財の影響を、事業者の実行可能な範囲内で

回避又は低減するために、表 9-3-7 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-7(1) その他（文化財）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

適切な運

行計画の

設定 

車両の運行を計画す

る道路はできる限り

指定等文化財を回避

することとし、走行

速度、走行頻度等適

切な運行計画を設定

することにより、指

定等文化財への影響

を回避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 文化財

への影

響の低

減 

タイヤ洗

浄による

道路汚染

の防止 

タイヤ洗浄を行い、

ヤード内での土、汚

れ等が道路へ持ち込

まれることを防止す

ることにより、指定

等文化財への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 文化財

への影

響の低

減 

工事の平

準化 

工事の平準化により

資材及び機械の運搬

に用いる車両が集中

しないことで、指定

等文化財への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

改変区域

をできる

限り小さ

くする 

工事の施工範囲をで

きる限り小さくする

ことにより、文化財

の改変区域を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 文化財

への影

響の回

避又は

低減 

適切な構

造及び工

法の採用

適切な構造、工法等

を検討し、採用する

ことで文化財への影

響を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-3-7(2) その他（文化財）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

試掘又は

確認調査

及び発掘

調査の実

施  

事前に埋蔵文化財の

範囲、性格等を明ら

かにし、自治体等関

係箇所と調整のう

え、必要となる届出

を行い、必要により

試掘又は確認調査を

実施したうえで、記

録保存のための発掘

調査を実施すること

で、影響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

        

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

遺跡の発

見に関す

る届出及

び関係機

関との協

議、対処

法令に基づき、必要

な届出を実施し、適

切に対処することで

文化財への影響を回

避又は低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

改変区域

をできる

限り小さ

くする 

工事の施工範囲をで

きる限り小さくする

ことにより、文化財

の改変区域を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 文化財

への影

響の回

避又は

低減 

適切な構

造及び工

法の採用

適切な構造、工法等

を採用することで文

化財への影響を回避

又は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 文化財

への影

響の回

避又は

低減 

試掘又は

確認調査

及び発掘

調査の実

施 

事前に埋蔵文化財の

範囲や性格等を明ら

かにし、自治体等関

係箇所と調整のう

え、必要となる届出

を行い、必要により

試掘又は確認調査を

実施したうえで、記

録保存のための発掘

調査を実施すること

で、影響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-3-7(3) その他（文化財）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

遺跡の発

見に関す

る届出及

び関係機

関との協

議、対処

法令に基づき、必要

な届出を実施し、適

切に対処すること

で、文化財への影響

を回避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

（トンネ

ル、地表

式又は掘

割式、嵩

上式、駅、

変電施

設、保守

基地）の

存在 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

改変区域

をできる

限り小さ

くする 

工事の施工範囲をで

きる限り小さくする

ことにより、文化財

の改変区域を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

適切な構

造及び工

法の採用

適切な構造、工法等

を検討し、採用する

ことで文化財への影

響を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

       

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

試掘・確

認調査及

び発掘調

査の実施

事前に埋蔵文化財の

範囲や性格等を明ら

かにし、自治体等関

係箇所と調整のう

え、必要となる届出

を行い、必要により

試掘・確認調査を実

施したうえで、記録

保存のための発掘調

査を実施すること

で、影響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 文化財

への影

響の回

避又は

低減 

遺跡の発

見に関す

る届出及

び関係機

関との協

議、対処

法令に基づき、必要

な届出を実施し、適

切に対処すること

で文化財への影響

を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-8 磁界 

列車の走行（地下を走行する場合を除く）による磁界は「特殊鉄道に関する技術上の基準

を定める告示の解釈基準」に基づく基準値よりも十分小さく、事業者は実行可能な範囲で磁

界の影響を回避又は低減していることから、特段の環境保全措置は行わないこととした。 
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9-4 動物・植物・生態系 

9-4-1 動物 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の通行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設

（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の存在による動物の影

響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-1 に示す環境保全措置

の検討を行った。 

 

表 9-4-1(1) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 

検討

の 

視点 

環境

保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置

の 

区分

実施

主体

効果の

不確実

性 

他の環

境要素

への 

影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

オオタカ、

ノスリ、ク

マタカ 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

工事に

伴う改

変区域

をでき

る限り

小さく

する 

重要な種の生息地へ

の影響を回避又は低

減できる。 回
避
・
低
減 

a なし なし 

 オオタカ、

ノスリ、ク

マタカ 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

資材運

搬等の

適切化

動物全般への影響を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 

オオタカ、

ノスリ、ク

マタカ 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

重要な

種の生

息環境

の保全

防音シ

ート、

低騒

音・低

振動型

の建設

機械の

採用 

低騒音・低振動型の

建設機械の採用に

より騒音、振動の発

生が抑えられるこ

とで、鳥類等の生息

環境への影響を低

減できる。 

低
減 

a なし なし 

 

 オオタカ、

ノスリ、ク

マタカ 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従

事者へ

の講

習・指

導 

不用意な林内への立

ち入り、ゴミ捨ての

禁止等について工事

従事者に指導するこ

とで、人為的な攪乱

による影響を低減で

きる。 

低
減 

a なし なし 
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表 9-4-1(2) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 

検討

の 

視点 

環境

保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置

の 

区分 

実施

主体

効果の

不確実

性 

他の環

境要素

への 

影響 

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工 事 の

実施、鉄

道 施 設

の存在 

オオタカ、

ノスリ、ク

マタカ 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

コンデ

ィショ

ニング

の実施

段階的に施工規模を

大きくし、徐々に工

事に伴う騒音等に慣

れさせること等によ

り、猛禽類等の重要

な種への影響を低減

できる。 

低
減 

a あり なし 

 オオタカ、

ノスリ、ク

マタカ 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

代替巣

の設置

非常口（山岳部）、

地上部及び変電施設

の位置や形状の観点

から、そこに生育す

るオオタカ、ノスリ、

クマタカの生息環境

の一部は、やむを得

ず消失することとな

るため、代償措置と

して、消失する環境

の近傍において、消

失する環境に類似し

た環境（樹種や樹高

及び樹木の密度等）

に代替巣を設置する

ことで、生息環境へ

の影響を代償するこ

とができる。また、

鳥類の繁殖活動にお

いてより良い環境を

創出できる。なお、

代替巣等の設置はオ

オタカ等での事例か

ら知見が得られてお

り、専門家の助言を

得ながら行うこと

で、効果が期待でき

る。 

代
償 

a あり なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-4-2 植物 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工

事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、変電施設、保

守基地）の存在による植物の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、

表 9-4-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-4-2(1) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 

検討

の 

視点 

環境

保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の 

区

分 

実

施

主

体

効果

の不

確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

オオハナワラビ、

トキホコリ、サネ

カズラ、ナガミノ

ツルキケマン、ツ

メレンゲ、ミズマ

ツバ、トダイアカ

バナ、タチキラン

ソウ、サワトウガ

ラシ、カワラニガ

ナ、カワラウスユ

キソウ、シュウブ

ンソウ、ウリカ

ワ、アイノコイト

モ、ヤマユリ、ヒ

メシャガ、カキツ

バタ、ホシクサ、

アゼナルコ、ヒナ

スゲ、コケイラ

ン、カサゴケモド

キ、イブキキンモ

ウゴケ、アカウラ

カワイワタケ、シ

ラチャウメノキ

ゴケ、ヒカゲウチ

キウメノキゴケ、

イワタケ 

地表改

変によ

る生息

地の消

失又は

縮小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避又

は低減

工事に

伴う改

変区域

をでき

る限り

小さく

する 

生育環境の改変をで

きる限り小さくする

ことで、重要な種へ

の影響を回避又は低

減できる。 

回
避
・
低
減 

a なし なし
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表 9-4-2(2) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 

検討

の 

視点 

環境

保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の

区

分

実

施

主

体

効果

の不

確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

オオハナワラビ、

トキホコリ、サネ

カズラ、ナガミノ

ツルキケマン、ツ

メレンゲ、ミズマ

ツバ、トダイアカ

バナ、タチキラン

ソウ、サワトウガ

ラシ、カワラニガ

ナ、カワラウスユ

キソウ、シュウブ

ンソウ、ウリカワ、

アイノコイトモ、

ヤマユリ、ヒメシ

ャガ、カキツバタ、

ホシクサ、アゼナ

ルコ、ヒナスゲ、

コケイラン、カサ

ゴケモドキ、イブ

キキンモウゴケ、

アカウラカワイワ

タケ、シラチャウ

メノキゴケ、ヒカ

ゲウチキウメノキ

ゴケ、イワタケ 

地表改

変によ

る消失

又は縮

小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避又

は低減

緑化等

による

重要な

種の生

育環境

の確保

改変された区域の一

部を緑化等により修

復を図ることで、自

然環境を確保でき

る。 

低
減 

a なし なし 
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表 9-4-2(3) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 

検討

の 

視点 

環境

保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の 

区

分 

実

施

主

体

効果

の不

確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

建設機械

の稼働、

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行 

オオハナワラビ、

トキホコリ、サネ

カズラ、ミズマツ

バ、トダイアカバ

ナ、サワトウガラ

シ、カワラニガ

ナ、カワラウスユ

キソウ、ウリカ

ワ、アイノコイト

モ、ヒメシャガ、

カキツバタ、ホシ

クサ、アゼナル

コ、ヒナスゲ、コ

ケイラン 

地表改

変によ

る生息

地の消

失又は

縮小 

重要な

種の生

育環境

の確保

重要な

種の移

植・播

種 

非常口（山岳部）、

地上部及び変電施設

の位置や形状の観点

から、そこに生育す

る重要な種の一部

は、やむを得ず消失

することとなるた

め、代償措置として、

消失する環境の近傍

において、消失する

環境に類似した環境

（植生、光及び水分

等の条件等）を持つ

場所へ移植を行うこ

とで、重要な種の生

育環境への影響を代

償することができ

る。なお、重要な種

の移植は、事例等か

ら知見が得られてお

り、専門家の助言を

得ながら行うこと

で、効果が期待でき

る。 

代
償 

a あり なし 
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表 9-4-2(4) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 

検討

の 

視点 

環境

保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の

区

分

実

施

主

体

効果

の不

確実

性 

他の

環境

要素

への

影響

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

 オオハナワラビ、

トキホコリ、サネ

カズラ、ナガミノ

ツルキケマン、ツ

メレンゲ、ミズマ

ツバ、トダイアカ

バナ、タチキラン

ソウ、サワトウガ

ラシ、カワラニガ

ナ、カワラウスユ

キソウ、シュウブ

ンソウ、ウリカ

ワ、アイノコイト

モ、ヤマユリ、ヒ

メシャガ、カキツ

バタ、ホシクサ、

アゼナルコ、ヒナ

スゲ、コケイラ

ン、カサゴケモド

キ、イブキキンモ

ウゴケ、アカウラ

カワイワタケ、シ

ラチャウメノキ

ゴケ、ヒカゲウチ

キウメノキゴケ、

イワタケ 

工事の

実施に

よる生

息環境

への影

響 

工事の

実施に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従

事者へ

の講

習・指

導 

工事区域外への不必

要な立ち入り等を制

限することで、踏み

つけ等による重要な

種への影響を低減で

きる。 

低
減 

a なし なし

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-4-3 生態系 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の通行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設

（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、変電施設、保守基地）の存在による生態系の

影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-3 に示す環境保全措

置の検討を行った。 

 

表 9-4-3(1) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境保

全措置

環境保全措置の

効果 

措

置

の 

区

分 

実

施

主

体

効果の

不確実

性 

他の環

境要素

への 

影響 

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設（ト

ンネル、

地表式又

は掘割

式、嵩上

式、駅、

変電施

設、保守

基地）の

存在 

クマタカ 地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

工事に

伴う改

変区域

をでき

る限り

小さく

する 

注目種の生息地へ

の影響を回避又は

低減できる。 
回
避
・
低
減 

a なし なし 

トノサマ

ガエル、ア

カハライ

モリ 

工事によ

る移動阻

害施設の

設置によ

る移動阻

害 

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

小動物

の移動

経路の

確保 

注目種等の移動経

路を確保できる。

低
減 

a あり なし 

クマタカ、

ノスリ、ト

ノサマガエ

ル、アカハ

ライモリ 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

資材運

搬等の

車両走

行の

適化 

動物全般への影響

を低減できる。 

低
減 

a なし なし 
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表 9-4-3(2) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境保

全措置

環境保全措置の

効果 

措

置

の

区

分

実

施

主

体

効果の

不確実

性 

他の環

境要素

への 

影響 

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

クマタカ 地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

代替巣

等の設

置 

地上部の位置や形

状の観点から、そ

こに生育するクマ

タカの生息環境の

一部は、やむを得

ず消失することと

なるため、代償措

置として、消失す

る環境の近傍にお

いて、消失する環

境に類似した環境

（樹種や樹高及び

樹木の密度等）に

代替巣を設置する

ことで、生息環境

への影響を代償す

ることができる。

なお、代替巣等の

設置はオオタカ等

での事例から知見

が得られており、

専門家の助言を得

ながら行うこと

で、効果が期待で

きる。 

代
償 

a あり なし 
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表 9-4-3(3) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境保

全措置

環境保全措置の

効果 

措

置

の 

区

分 

実

施

主

体

効果の

不確実

性 

他の環

境要素

への 

影響 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

 

トノサマ

ガエル、ア

カハライ

モリ 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

動物の

生息環

境の創

出 

非常口、地上部、

変電施設及び保守

基地の位置や形状

の観点から、そこ

に生息する重要な

種の一部は、やむ

を得ず消失するこ

ととなるため、代

償措置として、消

失する環境の近傍

において湿地、草

地、水の流れ及び

たまり場を確保す

るとともに、在来

種からなる植物を

植栽した生息環境

を創出することで

生態系への影響を

代償することがで

きる。なお、生息

環境の創出は、事

例等から知見が得

られており、専門

家の助言を得なが

ら行うことで、効

果が期待できる。

代
償 

a あり 

代償地

点の既

存の環

境に対

して改

変を行

うため

 

クマタカ、

ノスリ 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防音シ

ートや

防音

扉、低

騒音・

低振動

型の建

設機械

の採用

防音シートや防音

扉、低騒音・低振

動型の建設機械の

採用により、騒音、

振動の発生が抑え

られることで、注

目種（鳥類等）の

生息環境への影響

を低減できる。 

低
減 

a なし なし 
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表 9-4-3(4) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境保

全措置

環境保全措置の

効果 

措

置

の

区

分

実

施

主

体

効果の

不確実

性 

他の環

境要素

への 

影響 

工
事
の
実
施
・
土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

クマタカ、

ノスリ 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

コンデ

ィショ

ニング

の実施

段階的に施工規模

を大きくし、徐々

に工事に伴う騒音

等に慣れさせるこ

と等により、猛禽

類等の注目種への

影響を低減でき

る。 

低
減 

a あり なし 

クマタカ、

ノスリ、ア

カハライモ

リ、トノサ

マガエル 

工事に伴

う生息・

生育環境

への影響

工事に

伴う生

息・生

育環境

への影

響の低

減 

工事従

事者へ

の講

習・指

導 

不用意な林内への

立ち入り、ゴミ捨

ての禁止等につい

て工事従事者に指

導することで、人

為的な攪乱による

影響を低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

クマタカ、

ノスリ、ア

カハライモ

リ、トノサ

マガエル 

工事に伴

う生息・

生育環境

への影響

工事に

伴う生

息・生

育環境

への影

響の低

減 

工事施

工ヤー

ド等の

緑化、

林縁保

護植栽

による

自然環

境の確

保 

工事の実施に際し

使用した工事施工

ヤード等の緑化や

林縁の保護緑化を

図ることにより、

重要な種の生息環

境の変化に伴う動

物への影響を低減

できる。 

低
減 

a なし なし 

※9-519-519-51 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-5 人と自然との触れ合い 

9-5-1 景観 

工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の通行、切土工等又は既存の工作物の除去、

工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上

式、駅、変電施設、保守基地）の存在による景観の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回

避又は低減するために、表 9-5-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-5-1(1) 人と自然との触れ合い（景観）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実

施 

主

体 

効果の

不確実

性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

通行 

景
観
へ
の
影
響 

景観への

影響の低

減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の運

搬に用いる車両、

運行ルート及び時

間帯の分散化等を

考慮した運行計画

とし、車両を集中

させないことで、

景観等への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 景観への

影響の低

減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り資材及び機械の

運搬に用いる車両

が集中しないこと

で、景観等への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

切土工等

又は既存

の工作物

の除去 

景観への

影響の回

避又は低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、景観等への

影響を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 景観への

影響の低

減 

切土のり面

等の緑化に

よる植生復

元 

切土のり面等を緑

化することで、景

観等への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 景観への

影響の低

減 

適切な仮囲

いの設置 

必要に応じて適切

な仮囲いを設置す

ることで、景観等

への影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 景観への

影響の低

減 

仮設物の色

合いへの配

慮 

仮設物の色合いへ

の配慮をすること

で、景観等への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-5-1(2) 人と自然との触れ合い（景観）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実

施

主

体

効果の

不確実

性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

景
観
へ
の
影
響 

景観への

影響の回

避又は低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、景観等への

影響を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 景観への

影響の低

減 

切土のり面

等の緑化に

よる植生復

元 

切土のり面等の改

変部分を必要によ

り緑化することで、

景観等への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 景観への

影響の低

減 

適切な仮囲

いの設置 

必要に応じて適切

な仮囲いを設置す

ることで、景観等

への影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 景観への

影響の低

減 

仮設物の色

合いへの配

慮 

仮設物の色合いへ

の配慮をすること

で、景観等への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

（地表式

又は掘割

式、嵩上

式、駅、

変電施

設、保守

基地）の

存在 

景観への

影響の回

避又は低

減 

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、景観等への

影響を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

景観への

影響の低

減 

構造物の形

状の配慮 

構造物の形状の配

慮により、周辺の自

然、農村、市街地景

観との調和を図り、

景観等への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-5-2 人と自然との触れ合いの活動の場 

工事の実施（資材及び機械の運搬に用いる車両の通行、切土工等又は既存の工作物の除去、

工事施工ヤード及び工事用道路の設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上

式、駅、変電施設、保守基地）の存在による人と自然との触れ合いの活動の場の影響を、事

業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-5-2 に示す環境保全措置の検討を

行った。 

 

表 9-5-2(1) 人と自然との触れ合い（人と自然との触れ合いの活動の場）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置

の 

区分

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の通行 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行計画

の配慮 

資材及び機械の運

搬に用いる車両、

運行ルート及び時

間帯の分散化等を

考慮した運行計画

とし、車両を集中

させないことで、

利用性への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

工事の平

準化 

工事の平準化によ

り資材及び機械の

運搬に用いる車両

が集中しないこと

で、利用性への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、改変及び利

用性への影響を回

避又は低減でき

る。 

回避

・ 

低減

a なし なし 

 人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

切土のり

面等の緑

化による

植生復元

切土のり面等を緑

化することで、快

適性への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-5-2(2) 人と自然との触れ合い（人と自然との触れ合いの活動の場）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置

の 

区分

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

人
と
自
然
と
ふ
れ
あ
い
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

仮設物の

色合いへ

の配慮 

仮設物の色合いへ

の配慮をすること

で、快適性への影

響を低減できる。
低減 a なし なし 

工事施

工ヤー

ド及び

工事用

道路の

設置 

人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

改変区域

をできる

限り小さ

くする 

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、改変及び利

用性への影響を回

避又は低減でき

る。 

回避

・ 

低減

a なし なし 

 人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

切土のり

面等の緑

化による

植生復元

切土のり面等を緑

化することで、快

適性への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

仮設物の

色合いへ

の配慮 

仮設物の色合いへ

の配慮をすること

で、快適性への影

響を低減できる。
低減 a なし なし 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施

設（地表

式又は

掘割式、

嵩上式、

駅、変電

施設、保

守基地） 

の存在 

人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

鉄道施設

の設置位

置、構造

への配慮

鉄道施設の設置位

置、構造形式につ

いて配慮すること

は、改変及び利用

性への影響を回避

又は低減すること

ができる。 

回避

・ 

低減

a なし なし 

人と自然

との触れ

合いの場

への影響

の低減 

鉄道施設

の形式等

の工夫に

よる周辺

景観への

調和の配

慮 

鉄道施設の形式等

の工夫による周辺

景観への調和の配

慮で、快適性への

影響を低減するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-6 環境への負荷 

9-6-1 廃棄物等 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）又は鉄道施設（駅）の

供用による廃棄物等の影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表

9-6-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-1(1) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の 

区

分 

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

建
設
工
事
に
よ
る
副
産
物
の
発
生 

発生量の

低減 

建設発生土

の再利用 

事業内及び事業外で

の再利用に努めるこ

とで、建設工事に伴

う副産物の発生量を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 

 発生量の

低減 

副産物の分

別・再資源

化 

場内で細かく分別し

再資源化に努めるこ

とで、建設工事に伴

う副産物の発生量を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 

トンネ

ルの工

事 

発生量の

低減 

建設発生土

の再利用 

事業内及び事業外で

の再利用に努めるこ

とで、建設工事に伴

う副産物の発生量を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 

発生量の

低減 

建設汚泥の

脱水処理 

脱水処理により減量

化を図ることで、建

設工事に伴う副産物

の発生量を低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

発生量の

低減 

副産物の分

別・再資源

化 

場内で細かく分別し

再資源化に努めるこ

とで、建設工事に伴

う副産物の発生量を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 
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表 9-6-1(2) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の

区

分

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施

設（駅）

の存在 

鉄
道
施
設
（
駅
）
の
供
用
に
よ
る
廃
棄
物
等
の
発
生 

発生量の

低減 

廃棄物の分

別、再資源

化 

分別回収施設の設置

及び利用者への周知

を行い、分別、再資

源化の徹底を図るこ

とで、鉄道施設（駅）

の供用に伴う廃棄物

の発生量を低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

発生量の

低減 

廃棄物の処

理、処分の

円滑化 

廃棄物保管場所の適

切な配置による廃棄

物等の処理、処分の

円滑化を図ること

で、分別、再資源化

及び適正処理を徹底

することができる。

低
減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-6-2 温室効果ガス 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の通行）又は鉄道施設（駅）

の供用による温室効果ガスの影響を、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減するために、

表 9-6-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-2(1) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の 

区

分 

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事の実

施（建設

機械の稼

働、資材

又は機械

の運搬に

用いる車

両の運

行） 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量の

低減 

高効率の建

設機械の選

定 

高効率の建設機械の

採用することにより、

温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

低
減 

a なし なし 

発生量の

低減 

高負荷運転

の抑制 

建設機械の高負荷運

転を抑制することに

より、温室効果ガス

の排出量を低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

 発生量の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設定す

ることにより必要以

上の建設機械の配置

及び稼働を避けるこ

とで、温室効果ガス

の排出量を低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

 発生量の

低減 

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整備す

ることにより建設機

械の性能を維持する

ことで、温室効果ガ

スの排出量を低減で

きる。 

低
減 

a なし なし 

 発生量の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

適切な点検・整備す

ることにより資材及

び機械の運搬に用い

る車両の性能を維持

することで、温室効

果ガスの排出量を低

減できる。 

低
減 

a なし なし 
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表 9-6-2(2) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の 

区

分 

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事の実

施（建設

機械の稼

働、資材

又は機械

の運搬に

用いる車

両の運

行） 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量の

低減 

低燃費車種

の選定、積

載の効率

化、運搬計

画の合理化

による運搬

距離の 適

化 

低燃費車種の選定、

積載の効率化、合理

的な運搬計画の策定

による運搬距離の

適化等により、温室

効果ガスの排出量を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

鉄道施設

（駅）の

供用 

発生量の

低減 

省エネルギ

ー型製品の

導入 

省エネルギー型製品

の導入により、温室

効果ガスの排出量を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 

 発生量の

低減 

温室効果ガ

スの排出抑

制に留意し

た施設の整

備及び管理

温室効果ガスの排出

抑制に留意した施設

の整備及び管理を行

うことにより、温室

効果ガスの排出量を

低減できる。 

低
減 

a なし なし 

 発生量の

低減 

設備機器の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整備に

より設備機器の性能

を維持することで、

温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

低
減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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第 2 節 具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難な付帯施設に関す

る環境保全措置 

本準備書において具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難かつ環境影響の

大きい付帯施設（発生土置き場）に関する環境保全措置は、以下に示すとおりである。 

 

表 9-7-1(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

排出ガス対

策型建設機

械の稼働 

排出ガス対策型

建設機械を使用

することによ

り、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置、及び稼働

を避けること

で、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあ

たって、高負荷

運転の防止、ア

イドリングスト

ップの推進等に

より、二酸化窒

素及び浮遊粒子

状物質の発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-1(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

建設機械の

点検及び整

備による性

能維持 

適切な点検及び

整備により、建

設機械の性能を

維持すること

で、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を 小限に抑え

ることで、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生を低減でき

る。 

低減 ａ なし なし 

資材及び

機材の運

搬に用い

る車両の

運行 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備による

性能維持 

適切な点検及び

整備により、資

材及び機械の運

搬に用いる車両

の性能を維持す

ることで、二酸

化窒素及び浮遊

粒子状物質の発

生を低減でき

る。 

低減 ａ なし なし 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行ルート

の変更及び法定

速度の遵守等を

行うことによ

り、二酸化窒素

及び浮遊粒子状

物質の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-7-1(3) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置及び稼働を

避けることで、

粉じん等の発生

を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事現場の

清掃及び散

水 

工事現場の清掃

及び散水を行う

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

建設機械

の稼働 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

 

仮囲いの設

置 

仮囲いを設置す

ることで、粉じ

ん等の拡散を低

減できる。 
低減 ａ なし なし 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

作業方法の

配慮 

建設機械の取り

扱いについて従

業員へ指導を行

うことで、粉じ

ん等の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をでき

る限り小さくす

ることにより、

建設機械の稼働

を 小限に抑え

ることで、粉じ

ん等の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-7-1(4) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

 

荷台への防

塵シート敷

設及び散水

荷台に防塵シー

トを敷設すると

ともに散水する

ことで、粉じん

等の発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の出入り

口､及び周

辺道路の清

掃及び散

水、タイヤ

の洗浄 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の出入り口及

び周辺道路の清

掃及び散水、タ

イヤの洗浄を行

うことで、粉じ

ん等の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、粉

じん等の局地的

な発生を回避で

きる。 

低減 ａ なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-2(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

騒
音
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

低騒音型建

設機械の採

用 

低騒音型建設機

械の採用によ

り、工事に伴う

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

仮囲い、防

音シート等

の設置によ

る遮音対策

遮音による低減

効果が見込まれ

る。 
低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置及び稼働を

避けることで、

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあ

たって、高負荷

運転の防止、ア

イドリングスト

ップの推進等に

より、騒音の発

生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、騒

音の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事従事者

への講習、

指導 

建設機械の取り

扱いについて従

業員へ指導を行

うことで、不必

要な騒音の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-7-2(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

騒
音
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、騒音の局地

的な発生を回避

できる。 

低減 a なし なし 

資材及び

機材の運

搬に用い

る車両の

運行 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の適切な点

検・整備による

性能維持によ

り、発生する騒

音が低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両及び運行ルー

トの分散化、法

定速度の遵守等

を行うことによ

り、騒音の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、騒

音の局地的な発

生を回避でき

る。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-3(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働 

振
動
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

低振動型建

設機械の採

用 

低振動型建設機

械の採用によ

り、必要以上の

建設機械の配

置、稼働を避け

ることで、振動

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

適切な機械の設

定により必要以

上の建設機械の

配置・稼働を避

けることで、振

動の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

建設機械の使用

にあたり、高負

荷運転の防止、

アイドリングス

トップの推進等

により、振動の

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

建設機械の

点検・整備

による性能

維持 

適切な点検・整

備により建設機

械の性能を維持

することで、振

動の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事従事者

への講習、

指導 

建設機械の取り

扱いについて従

業員へ指導を行

うことで、不必

要な振動の発生

を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-7-3(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

 

建設機械

の稼働 

 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、振動の局地

的な発生を回避

できる。 

低減 a なし なし 

工
事
の
実
施 

資材及び

機材の運

搬に用い

る車両の

運行 

振
動
の
発
生 

発生量の

低減 

発生原単

位の低減

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整

備による性

能維持 

適切な点検・整

備により資材及

び機械の運搬に

用いる車両の性

能を維持するこ

とで、振動の発

生を抑制するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、振

動の局地的な発

生を回避でき

る。 

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-4(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【水質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置

の 

区分

実

施 

主

体 

効果の 

不確 

実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ド及び

工事用

道路の

設置 

 

水
の
濁
り
へ
の
影
響 

水
の
汚
れ
へ
の
影
響 

法令等に

基づく適

切な処理

工事排水の

適切な処理

工事により発生す

る濁水は必要に応

じて濁水処理等の

対策により、適切

に処理したうえで

排出することで、

公共用水域への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

工事に伴う改変区

域をできる限り小

さくすることで、

水の濁りの発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

仮締切工の

実施 

公共用水域内の工

事に際し止水性の

高い仮締切工を行

い、改変により巻

き上げられる浮遊

物質の周辺公共用

水域への流出を防

止することで、水

の濁りに係る影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 

 発生量の

低減 

発生原単

位の低減

水路等の切

回しの実施

 

公共用水域内の工

事に際し止水性の

高い仮締切工を行

い、改変により巻

き上げられる浮遊

物質の周辺公共用

水域への流出を防

止することで、水

の濁りに係る影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 

 工事排水

の状況把

握 

工事排水の

監視 

工事排水の水の濁

りを監視し、処理

状況を定期的に確

認することで、水

質管理を徹底する

ことができる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-4(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【水質】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置

の 

区分

実

施

主

体

効果の 

不確 

実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ド及び

工事用

道路の

設置 

水
の
濁
り
へ
の
影
響

水
の
汚
れ
へ
の
影
響

処理装置

の性能維

持 

処理装置の

点検・整備

による性能

維持 

処理装置を設置

する場合は、適切

な点検・整備によ

る性能維持によ

り、工事排水の適

正処理を徹底す

ることができる。

低減 a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 

 

 

  



9-71 

表 9-7-5 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【地形及び地質】 

影響要因 
影

響

検討の

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施

主体

効果の 

不確 

実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 
重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な

地形及

地質へ

の影響

の低減

地形の改

変をでき

る限り小

さくした

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の計

画 

工事施工ヤード及び

工事用道路の設置に

際し、地形の改変を

できる限り小さくす

る計画とすること

で、重要な地形及び

地質への影響を回避

又は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

 重要な

地形及

地質へ

の影響

の低減

地形の改

変をでき

る限り小

さくする

工法又は

構造の採

用 

地形の改変をできる

限り小さくするため

の工法又は構造を採

用することで、重要

な地形及び地質の影

響を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-6 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【文化財】 

影響要因 
影

響 

検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤード及

び工事用

道路の設

置 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の低

減 

適切な構造

及び工法の

検討・採用

適切な構造、工

法等を検討し、

採用することで

埋蔵文化財への

影響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避又は

低減 

試掘・確認

調査及び発

掘調査の実

施 

事前に埋蔵文化

財の範囲及び性

格等を明らかに

し、自治体等関

係箇所との調整

のうえ必要とな

る届出を行い、

試掘・確認調査

を実施したうえ

で、必要により

記録保存のため

の発掘調査を実

施する。これら

により、影響を

回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

ｂ：その他の者 
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表 9-7-7(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境 

保全 

措置 

環境保全措

置の効果 

措

置

の

区

分

実施

主体

効果の 

不確 

実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働、資

材及び

機械の

運搬に

用いる

車両の

運行並

びに工

事施工

ヤード

及び工

事用道

路の設

置 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

重要な種

の生息地

の全体又

は一部を

回避 

重要な種の生

息地への影響

を回避又は低

減できる。 

回
避
・
低
減 

a なし なし 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする

重要な種の生

息地への影響

を回避又は低

減できる。 

回
避
・
低
減 

a なし なし 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

重要な種

の生育環

境の創出

重要な種の生

育環境を創出

することで、

重要な種の生

育環境を代償

できる。 

代
償 

a あり なし 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

動物個体

等の移植

重要な種の生

息環境及び個

体への影響を

回避、低減又

は代償でき

る。 

代
償 

a あり なし 

保全対

象種 

濁水の流

入による

水質の低

下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置

汚濁処理施設

及び仮設沈砂

池の設置によ

り汚濁水の発

生が抑えられ

ることで、魚

類等の生息環

境への影響を

低減できる。

低
減 

a なし なし 
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表 9-7-7(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境 

保全 

措置 

環境保全措

置の効果 

措

置

の

区

分

実施 

主体 

効果の 

不確 

実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働、資

材及び

機械の

運搬に

用いる

車両の

運行並

びに工

事施工

ヤード

及び工

事用道

路の設

置 

昆虫類

の保全

対象種

工事等に

伴う生息

環境への

影響 

工事等

に伴う

生息環

境への

影響の

低減 

照明の漏

れ出しの

抑制 

設置する照明

は極力外部に

向けないよう

配慮すること

で、走光性の

昆虫類等への

影響を回避又

は低減でき

る。 

回
避
・
低
減 

a なし なし 

保全対

象種 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

資材運搬

等の適切

化 

動物全般への

影響を回避又

は低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

保全対

象種 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防音シー

ト、低騒

音・低振

動型の建

設機械の

採用 

低騒音・低 

振動型の建設

機械の採用に

より、騒音、

振動の発生が

抑えられるこ

とで、鳥類 

等の生息環境

への影響を低

減できる。 

低
減 

a なし なし 

保全対

象種 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導

不用意な林内

への立ち入

り、及びゴミ

捨ての禁止等

について工事

従事者に指導

することで、

人為的な攪乱

による影響を

低減できる。

低
減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-8(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境 

保全 

措置 

環境保全 

措置の効果

措

置

の

区

分

実

施 

主

体 

効果

の 

不確

実性 

他の環境要素 

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ド及び

工事用

道路の

設置 

 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

重要な種

の生育環

境の全体

又は一部

を回避 

重要な種の

全体又は一

部を回避す

ることで、

影響を回避

又は低減で

きる。 

回
避
・
低
減 

a なし なし 

 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

工事に伴

う改変区

域をでき

るだけ小

さくする

生育環境の

改変を 小

化すること

で、重要な

種への影響

を回避又は

低減できる。

回
避
・
低
減 

a なし なし 

 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

重要な種

の移植 

重要な種を

移植・播種

することで、

種の消失に

よる影響を

代償できる。

代
償 

a あり なし 

 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

重要な種

の生育環

境の創出

重要な種の

生育環境を

創出するこ

とで、重要

な種の生育

環境を代償

できる。 

代
償 

a あり なし 
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表 9-7-8(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境 

保全 

措置 

環境保全 

措置の効果

措

置

の

区

分

実

施

主

体

効果

の 

不確

実性 

他の環境要素 

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ド及び

工事用

道路の

設置 

 

保全対

象種 

濁水の流

入による

水質の低

下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

沈砂池及

び汚濁処

理施設の

設置 

汚濁処理施

設及び仮設

沈殿池の設

置により汚

濁水の発生

が抑えられ、

また排水の

水温を下げ

ることで、

水辺の植物

等の生育環

境への影響

を低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

 

保全対

象種 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導

工事区域外

への不必要

な立ち入り

等を制限す

ることで、

踏みつけ等

による重要

な種への影

響を低減で

きる。 

低
減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者  



9-77 

表 9-7-9(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 
検討

種 
影響 

検討の

視点 

環境 

保全 

措置 

環境保全 

措置の効果 

措

置

の 

区

分 

実

施

主

体

効果

の 

不確

実性

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働、資

材及び

機械の

運搬に

用いる

車両の

運行並

びに工

事施工

ヤード

及び工

事用道

路の設

置 

 

保 全

対 象

種 

地表改変

による生

息・生育

地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生

息・生

育地の

消失等

の回避

又は低

減 

重要な種の

生息地の全

体又は一部

を回避 

重要な種の生息

地への影響を回

避又は低減でき

る。 
回
避
・
低
減 

a なし なし 

保 全

対 象

種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生

息・生

育地の

消失等

の回避

又は低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする

重要な種の生息

地への影響を回

避又は低減でき

る。 
回
避
・
低
減 

a なし なし 

保 全

対 象

種 

地表改変

による生

息・生育

地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生

息・生

育地の

消失等

の回避

又は低

減 

重要な種の

生息・生育

環境の創出

重要な種の生

息・生育環境を

創出すること

で、重要な種の

生息・生育環境

を代償できる。

代
償 

a あり なし 

保 全

対 象

種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避又

は低減

 

重要な種の

移植 

重要な種を移

植・播種するこ

とで、種の消失

による影響を代

償できる。 

代
償 

a あり なし 
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表 9-7-9(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境 

保全 

措置 

環境保全 

措置の効果

措

置

の

区

分

実

施

主

体

効果

の 

不確

実性 

他の環境要素 

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働、資

材及び

機械の

運搬に

用いる

車両の

運行並

びに工

事施工

ヤード

及び工

事用道

路の設

置 

 

保全対

象種 

地表改変

による生

息地の消

失・縮小

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避又

は低減

動物個体

等の移植

重要な種の

生息環境及

び個体への

影 響 を 回

避、低減又

は代償でき

る。 

代

償
a あり なし 

保全対

象種 

濁水の流

入による

水質の低

下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置

汚濁処理施

設及び仮設

沈砂池の設

置により汚

濁水の発生

が抑えられ

ることで、

魚類等の生

息環境への

影響を低減

できる。 

低

減
a なし なし 

昆虫類

の保全

対象種

工事等に

伴う生息

環境への

影響 

工事等

に伴う

生息環

境への

影響の

低減 

照明の漏

れ出しの

抑制 

設置する照

明は極力外

部に向けな

いよう配慮

す る こ と

で、走光性

の昆虫類等

への影響を

回避又は低

減できる。

回

避

・

低

減

a なし なし 

 

保全対

象種 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

資材運搬

等の適切

化 

動物全般へ

の影響を回

避又は低減

できる。 

低

減
a なし なし 
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表 9-7-9(3) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の

視点 

環境 

保全 

措置 

環境保全 

措置の効果

措

置

の

区

分

実

施 

主

体 

効果

の 

不確

実性 

他の環境要素 

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働、資

材及び

機械の

運搬に

用いる

車両の

運行並

びに工

事施工

ヤード

及び工

事用道

路の設

置 

 

保全対

象種 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防音シー

ト、低騒

音・低振

動型の建

設機械の

採用 

低騒音・低

振動型の建

設機械の採

用により、

騒音、振動

の発生が抑

えられるこ

とで、鳥類

等の生息環

境への影響

を低減でき

る。 

 

 

低

減
a なし なし 

保全対
象種 

工事に伴

う生息環

境への影

響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導

不用意な林

内への立ち

入り、及び

ゴミ捨ての

禁止等につ

いて工事従

事者に指導

することで、

人為的な攪

乱による影

響を低減で

きる。 

低

減
a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-10 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【景観】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の

区

分

実

施

主

体

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ド及び

工事用

道路の

設置 

景
観
へ
の
影
響 

景観等

への支

障の回

避又は

低減 

改変区域を

できる限り

小さくする

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、景観等への

影響を回避又は低

減できる。 

回
避
・
低
減 

a なし なし 

景観等

への支

障の低

減 

構造物の形

状の配慮 

構造物の形状の配

慮により、周辺の

自然景観との調和

を図り、景観等へ

の影響を低減でき

る。 

低
減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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表 9-7-11 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【人と自然との触れ合いの活動の場】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措

置

の

区

分

実

施 

主

体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ド及び

工事用

道路の

設置 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ

の
影
響 

人と自

然との

触れ合

いの場

の変化

の低減

工事施工ヤ

ード外の工

事用車両の

進入禁止 

工事施工ヤード以

外の工事車両の進

入禁止を徹底する

ことにより、利用

性への影響を緩和

することができ

る。 

低
減 

a なし なし 

仮設物の形

式、色合い

の検討 

仮設物の形式、色

合いを検討するこ

とにより、快適性

への影響を緩和す

ることができる。

低
減 

a なし なし 

※ 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者 
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